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香南市社会福祉協議会役員等報酬及び費用弁償に関する規程 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人香南市社会福祉協議会（以下｢本会｣という。）定款第１０

条及び第２５条の規定による役員、評議員並びに本会の各種の規程、細則に基づき、委員

等に就任した委員に支給する報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（報酬額） 

第２条 報酬額は、次表のとおりとする。 

区    分 報酬の額 

社会福祉協議会会長 月額  １１５，０００円 

会長を除く理事・監事・評議員 日額    ５，０００円 

評議員選任・解任委員 日額    ５，０００円 

法人成年後見事業検討委員会委員（弁護士） 日額   ３０，０００円以内 

法人成年後見事業検討委員会委員（司法書士） 日額   １０，０００円以内 

法人成年後見事業検討委員会委員（その他の委員） 日額    ５，０００円 

その他各種委員 日額    ５，０００円 

 

（報酬の支給方法） 

第３条 報酬の支給は、日額報酬にあっては、翌月１０日、月額報酬にあっては、その月の 

２１日（ただし、土・日・祝日にあたる場合はその前日）に支給する。 

 

（旅費） 

第４条 役員、評議員並びに委員が本会の業務の必要により市外に出張した場合は、費用弁

償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費は、実費弁償とする。 

 

第５条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

この規程は、平成１８年３月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年２月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
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  附 則 

１ この規程は、平成２６年１１月１日から施行する。 

２ この規程の施行に伴い、平成１８年３月１日施行の「香南市社会福祉協議会役員等 

報酬及び費用弁償に関する規程」は廃止し、同一名称として改める。 

附 則 

この規程は、平成２８年１２月２０日から施行する。 

 


